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公　　　示

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休止について

一般乗用旅客自動車運送事業者に対するタクシー業務適正化特別措置法

第５２条第１項の規定に基づく許可の取消処分事案
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公 示

２４Ｃ０７号

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休止に関する届出があったので、道路運送法

第１５条の２第２項及び道路運送法施行規則第１５条の６の規定に基づき、次のとお

り公示する。

令和６年１０月２４日

関 東 運 輸 局 長 藤 田 礼 子
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１．届出の内容等

事案の件名 一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休止

事案番号 ２４Ｃ０７

届出を行った一般乗合 丸建つばさ交通 株式会社

旅客自動車運送事業者名

対象となる路線 事案番号 ２４Ｃ０７－１

埼玉県さいたま市大宮区桜木町２丁目３６２

埼玉県さいたま市大宮区大成町３丁目２６０

１．３０キロ

事案番号 ２４Ｃ０７－２

埼玉県さいたま市大宮区大成町３丁目２６０

埼玉県さいたま市大宮区大成町３丁目５１６－１

０．２６キロ

事案番号 ２４Ｃ０７－３

埼玉県さいたま市大宮区大成町３丁目５１６－１

埼玉県さいたま市北区櫛引町２丁目１９７－７

０．５５キロ

事案番号 ２４Ｃ０７－４

埼玉県さいたま市北区櫛引町２丁目１９７－７

埼玉県さいたま市北区櫛引町２丁目１５１－１

０．３０キロ

事案番号 ２４Ｃ０７－５

埼玉県さいたま市北区櫛引町２丁目１５１－１

埼玉県さいたま市大宮区上小町５０

１．４０キロ

事案番号 ２４Ｃ０７－６

埼玉県さいたま市大宮区上小町５０

埼玉県さいたま市大宮区上小町１５５

０．３０キロ

事案番号 ２４Ｃ０７－７

埼玉県さいたま市大宮区上小町１５５

埼玉県さいたま市大宮区三橋２丁目１２－１１

０．２０キロ
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事案番号 ２４Ｃ０７－８

埼玉県さいたま市大宮区三橋２丁目１２－１１

埼玉県さいたま市大宮区上小町４４７－４

０．２３キロ

事案番号 ２４Ｃ０７－９

埼玉県さいたま市大宮区上小町４４７－４

埼玉県さいたま市大宮区上小町４６３－１

０．１５キロ

事案番号 ２４Ｃ０７－１０

埼玉県さいたま市大宮区上小町４６３－１

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４丁目２５２

０．９５キロ

事案番号 ２４Ｃ０７ー１１

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４丁目２５２

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目７

０．３０キロ

事案番号 ２４Ｃ０７－１２

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目７

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目７

０．１キロ

事案番号 ２４Ｃ０７－１３

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目７

埼玉県さいたま市大宮区桜木町２丁目３６２

０．３０キロ

事案番号 ２４Ｃ０７ー１４

埼玉県さいたま市大宮区桜木町２丁目３

埼玉県さいたま市大宮区桜木町２丁目３

０．３０キロ

休止の予定日 令和７年４月１日

予定する休止の期間 令和７年４月１日～令和８年３月３１日

休止を必要とする理由 乗車人員が伸びず今後の利用増が見込めない状況であり、

運行にかかる経費が会社経営を圧迫しているため。
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２．意見の聴取について

本事案に関して、道路運送法第１５条の２第２項の規定による意見の聴取を行いま

すので、本事案に利害関係を有し、意見の聴取を受けようとする者は、この公示の日

から１０日以内に、次の①～④の事項を記載した意見聴取申請書を関東運輸局自動車

交通部旅客第一課又は埼玉運輸支局輸送担当まで提出して下さい。（郵送による場合

には、期限当日の消印のあるものは有効とします。）

① 意見の聴取を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は、その代表者の氏名

② 事案の件名及び事案番号

③ 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名

④ 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

意見聴取の日時及び場所については、利害関係を有すると認められた者に対して、

実施予定日の１０日前までに別途通知します。

（参 考）

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休廃止については、道路運送法第１５条の２

第１項の規定により、実施予定日の６ヵ月前までに届け出ることで実施可能となって

います。この意見の聴取は、本事案に係る休止を行った場合における旅客利便の確保

についての意見を聴取し、同条第３項及び第４項に基づく休止の実施日の繰り上げが

可能かどうかを判断するために行うものです。

意見聴取において届出を行った事業者が繰り上げを希望し、かつ、他の利害関係人

から特段の意見のなかった場合などにおいて、旅客の利便を阻害しないと認められる

ときには、繰り上げを行うことがあります。
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公 示

２４Ｃ０８号

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休止に関する届出があったので、道路運送法

第１５条の２第２項及び道路運送法施行規則第１５条の６の規定に基づき、次のとお

り公示する。

令和６年１０月２４日

関 東 運 輸 局 長 藤 田 礼 子
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１．届出の内容等

事案の件名 一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休止

事案番号 ２４Ｃ０８

届出を行った一般乗合 丸建つばさ交通 株式会社

旅客自動車運送事業者名

対象となる路線 事案番号 ２４Ｃ０８－１

埼玉県蓮田市本町７丁目２１番地先

埼玉県蓮田市上１丁目１番地２２先

０．２２キロ

事案番号 ２４Ｃ０８－２

埼玉県蓮田市上１丁目１番地２２先

埼玉県蓮田市関山２丁目５番地２３先

０．７５キロ

事案番号 ２４Ｃ０８－３

埼玉県蓮田市関山２丁目５番地２３先

埼玉県蓮田市関山３丁目９番地１１先

０．２２キロ

事案番号 ２４Ｃ０８－４

埼玉県蓮田市関山３丁目９番地１１先

埼玉県蓮田市椿山１丁目５番地３先

０．２７キロ

事案番号 ２４Ｃ０８－５

埼玉県蓮田市椿山１丁目５番地３先

埼玉県蓮田市椿山２丁目１２番地２１６先

０．７９キロ

事案番号 ２４Ｃ０８－６

埼玉県蓮田市椿山２丁目１２番地２１６先

埼玉県蓮田市西城３丁目１５８番地先

０．０８キロ

事案番号 ２４Ｃ０８－７

埼玉県蓮田市西城３丁目１５８番地先

埼玉県蓮田市西城３丁目２０１番地先１先

０．４８キロ
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事案番号 ２４Ｃ０４－８

埼玉県蓮田市西城３丁目２０１番地先１先

埼玉県蓮田市西新宿３丁目９５番地１９先

０．２２キロ

事案番号 ２４Ｃ０８－９

埼玉県蓮田市西新宿３丁目９５番地１９先

埼玉県蓮田市西新宿４丁目７７番地２先

１．００キロ

事案番号 ２４Ｃ０８－１０

埼玉県白岡市西２丁目１５番地１３先

埼玉県白岡市西２丁目１４番地９先

０．１２キロ

事案番号 ２４Ｃ０８－１１

埼玉県白岡市西２丁目１４番地９先

埼玉県白岡市西２丁目３番地３先

０．１５キロ

事案番号 ２４Ｃ０８－１２

埼玉県白岡市西２丁目３番地３先

埼玉県白岡市西５丁目２番地２１先

０．３４キロ

事案番号 ２４Ｃ０８－１３

埼玉県白岡市西５丁目２番地２１先

埼玉県白岡市西５丁目１３番地３９先

０．４９キロ

事案番号 ２４Ｃ０８ー１４

埼玉県白岡市西５丁目１３番地３９先

埼玉県白岡市西１０丁目１番地４先

０．３５キロ

事案番号 ２４Ｃ０８－１５

埼玉県白岡市西１０丁目１番地４先

埼玉県白岡市白岡東３２番地８先

０．８０キロ
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事案番号 ２４Ｃ０８－１６

埼玉県白岡市白岡東３２番地８先

埼玉県白岡市白岡１１７９番地先

０．５２キロ

事案番号 ２４Ｃ０８－１７

埼玉県白岡市白岡１１７９番地先

埼玉県白岡市白岡１１８６番地１先

０．１０キロ

事案番号 ２４Ｃ０８－１８

埼玉県白岡市白岡１１８６番地１先

埼玉県白岡市白岡１２１１番地先

０．１６キロ

事案番号 ２４Ｃ０８－１９

埼玉県白岡市白岡１２１１番地先

埼玉県白岡市白岡１５０８番地先

０．２６キロ

事案番号 ２４Ｃ０８－２０

埼玉県白岡市白岡１５０８番地先

埼玉県白岡市小久喜１２５３番地先

０．０６キロ

事案番号 ２４Ｃ０８－２１

埼玉県白岡市小久喜１２５３番地先

埼玉県白岡市小久喜９７７番地１先

０．５５キロ

事案番号 ２４Ｃ０８－２２

埼玉県白岡市小久喜９７７番地１先

埼玉県白岡市小久喜９３８番地１２先

０．１３キロ

休止の予定日 令和７年４月１日

予定する休止の期間 令和７年４月１日～令和８年３月３１日

休止を必要とする理由 乗車人員が伸びず今後の利用増が見込めない状況であり、

運行にかかる経費が会社経営を圧迫しているため。

- 10 -



２．意見の聴取について

本事案に関して、道路運送法第１５条の２第２項の規定による意見の聴取を行いま

すので、本事案に利害関係を有し、意見の聴取を受けようとする者は、この公示の日

から１０日以内に、次の①～④の事項を記載した意見聴取申請書を関東運輸局自動車

交通部旅客第一課又は埼玉運輸支局輸送担当まで提出して下さい。（郵送による場合

には、期限当日の消印のあるものは有効とします。）

① 意見の聴取を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は、その代表者の氏名

② 事案の件名及び事案番号

③ 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名

④ 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

意見聴取の日時及び場所については、利害関係を有すると認められた者に対して、

実施予定日の１０日前までに別途通知します。

（参 考）

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休廃止については、道路運送法第１５条の２

第１項の規定により、実施予定日の６ヵ月前までに届け出ることで実施可能となって

います。この意見の聴取は、本事案に係る休止を行った場合における旅客利便の確保

についての意見を聴取し、同条第３項及び第４項に基づく休止の実施日の繰り上げが

可能かどうかを判断するために行うものです。

意見聴取において届出を行った事業者が繰り上げを希望し、かつ、他の利害関係人

から特段の意見のなかった場合などにおいて、旅客の利便を阻害しないと認められる

ときには、繰り上げを行うことがあります。
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公 示

２４Ｃ０９号

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休止に関する届出があったので、道路運送法

第１５条の２第２項及び道路運送法施行規則第１５条の６の規定に基づき、次のとお

り公示する。

令和６年１０月２４日

関 東 運 輸 局 長 藤 田 礼 子

- 12 -



１．届出の内容等

事案の件名 一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休止

事案番号 ２４Ｃ０９

届出を行った一般乗合 丸建つばさ交通 株式会社

旅客自動車運送事業者名

対象となる路線 事案番号 ２４Ｃ０９－１

埼玉県上尾市平塚９３７番地先

埼玉県上尾市平塚１６９６番地２先

０．８７キロ

事案番号 ２４Ｃ０９－２

埼玉県上尾市平塚１６９６番地先

埼玉県上尾市平塚１８１３番地先

０．４２キロ

事案番号 ２４Ｃ０９－３

埼玉県北足立郡伊奈町大字小室１０５９２番地２先

埼玉県北足立郡伊奈町小室９９７６番地１先

０．５７キロ

事案番号 ２４Ｃ０９－４

埼玉県北足立郡伊奈町小室９９６６番地１先

埼玉県北足立郡伊奈町小室５０４８番地４先

０．６７キロ

休止の予定日 令和７年４月１日

予定する休止の期間 令和７年４月１日～令和８年３月３１日

休止を必要とする理由 乗車人員が伸びず今後の利用増が見込めない状況であり、

運行にかかる経費が会社経営を圧迫しているため。

２．意見の聴取について

本事案に関して、道路運送法第１５条の２第２項の規定による意見の聴取を行いま

すので、本事案に利害関係を有し、意見の聴取を受けようとする者は、この公示の日

から１０日以内に、次の①～④の事項を記載した意見聴取申請書を関東運輸局自動車

交通部旅客第一課又は埼玉運輸支局輸送担当まで提出して下さい。（郵送による場合

には、期限当日の消印のあるものは有効とします。）
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① 意見の聴取を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は、その代表者の氏名

② 事案の件名及び事案番号

③ 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名

④ 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

意見聴取の日時及び場所については、利害関係を有すると認められた者に対して、

実施予定日の１０日前までに別途通知します。

（参 考）

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休廃止については、道路運送法第１５条の２

第１項の規定により、実施予定日の６ヵ月前までに届け出ることで実施可能となって

います。この意見の聴取は、本事案に係る休止を行った場合における旅客利便の確保

についての意見を聴取し、同条第３項及び第４項に基づく休止の実施日の繰り上げが

可能かどうかを判断するために行うものです。

意見聴取において届出を行った事業者が繰り上げを希望し、かつ、他の利害関係人

から特段の意見のなかった場合などにおいて、旅客の利便を阻害しないと認められる

ときには、繰り上げを行うことがあります。
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公 示

２４Ｃ１０号

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休止に関する届出があったので、道路運送法

第１５条の２第２項及び道路運送法施行規則第１５条の６の規定に基づき、次のとお

り公示する。

令和６年１０月２４日

関 東 運 輸 局 長 藤 田 礼 子
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１．届出の内容等

事案の件名 一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休止

事案番号 ２４Ｃ１０

届出を行った一般乗合 株式会社 グローバル交通

旅客自動車運送事業者名

対象となる路線 事案番号 ２４Ｃ１０－１

埼玉県越谷市南越谷１丁目１７番２先

埼玉県越谷市南越谷１丁目２１番３先

０．２８キロ

事案番号 ２４Ｃ１０－２

埼玉県越谷市南越谷１丁目２１番３先

埼玉県越谷市南越谷２丁目１４番４１先

０．２０キロ

事案番号 ２４Ｃ１０－３

埼玉県越谷市南越谷２丁目１４番４１先

埼玉県越谷市大字西方２６４７番２先

１．０キロ

事案番号 ２４Ｃ１０－４

埼玉県越谷市大字西方２７６１番２先

埼玉県越谷市大字西方２６０３番１先

０．２１キロ

事案番号 ２４Ｃ１０－５

埼玉県越谷市大字西方２６０３番２先

埼玉県越谷市流通団地２丁目１番６先

０．７４キロ

事案番号 ２４Ｃ１０－６

埼玉県越谷市流通団地２丁目１番６先

埼玉県越谷市流通団地２丁目３番３先

０．５８キロ

事案番号 ２４Ｃ１０－７

埼玉県越谷市南越谷２丁目３番３先

埼玉県越谷市大字西方２６１７番２先

１．２１キロ
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休止の予定日 令和７年４月１日

予定する休止の期間 令和７年４月１日～令和８年３月３１日

休止を必要とする理由 当該路線については、客数が少ないうえに、赤字路線と

して運行してきたことに加え、慢性的な運転士不足、運

転士の高齢化が進み、路線の継続運行が困難のため。

２．意見の聴取について

本事案に関して、道路運送法第１５条の２第２項の規定による意見の聴取を行いま

すので、本事案に利害関係を有し、意見の聴取を受けようとする者は、この公示の日

から１０日以内に、次の①～④の事項を記載した意見聴取申請書を関東運輸局自動車

交通部旅客第一課又は埼玉運輸支局輸送担当まで提出して下さい。（郵送による場合

には、期限当日の消印のあるものは有効とします。）

① 意見の聴取を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は、その代表者の氏名

② 事案の件名及び事案番号

③ 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名

④ 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

意見聴取の日時及び場所については、利害関係を有すると認められた者に対して、

実施予定日の１０日前までに別途通知します。

（参 考）

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休廃止については、道路運送法第１５条の２

第１項の規定により、実施予定日の６ヵ月前までに届け出ることで実施可能となって

います。この意見の聴取は、本事案に係る休止を行った場合における旅客利便の確保

についての意見を聴取し、同条第３項及び第４項に基づく休止の実施日の繰り上げが

可能かどうかを判断するために行うものです。

意見聴取において届出を行った事業者が繰り上げを希望し、かつ、他の利害関係人

から特段の意見のなかった場合などにおいて、旅客の利便を阻害しないと認められる

ときには、繰り上げを行うことがあります。

- 17 -


